
議
案
第
三
十
五
号 

　
　
　

子
育
て
し
や
す
い
福
島
県
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　

子
育
て
し
や
す
い
福
島
県
づ
く
り
条
例
（
平
成
二
十
二
年
福
島
県
条
例
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

　

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
（
婚
姻
に
よ
り
成
年
に
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
ま
す
。
）
」

を
削
る
。 

　
　
　

附　

則 

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


